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　障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの利用の促進を図るとともに、保護者及び医療機関と連携を図り、
利用者、助成件数、助成額の増加を抑制する。

継続

コメント

コメント

　精神障害者に対する入院治療は長期間必要で、本事業の該当
者も平均で１０年以上入院治療を継続している。このことから
入院治療費の負担は重く、保護者も入院患者の兄弟や甥等に
なっているケースが多い。このことから本事業により保護者の
経済的負担の軽減が図られ、精神障害者の治療の継続も容易に
なることから、福祉の増進に寄与している。

所得制限の導入を検討すると共に、医療機関、保護者等との連携強化を図ら
れたい。

今後の方向性

今後の方向性

継続★★★

平成17年度

継続

利用者４１人、助成件数４９２件、助成額７,６８７,１２２円

改革により予
想される成果

　障害福祉サービスの利用や保護者、医療機関等と連携した支援の実施により、障害者の社会復帰が促進される。

平成19年度か
らの対応

　障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの利用の促進を図るとともに、保護者及び医療機関と連携を図り、
利用者、助成件数、助成額の増加を抑制する。

平成20年度以
降の対応

　９０日以上の入院・ 医療費から保険給付額、付加給付額、その他法令等に基づき補填された医療費の合計額を控
除した自己負担額の２分の１の額を助成する。

一次評価

平成16年度
利用者５３人、助成件数６３６件、助成額８,３６１,８７７円

平成18年度

●評価指標

●事務事業の評価

事務事業名
所  管

手　段
（どのようなや

り方で）

事務事業の背
景・住民の意向

成　果
（どのような状
態にしたいか）

対　象
（誰・何を）

整理番号 22403-000

社会福祉課　庶務・障害福祉スタッフ

精神障害者医療費助成事業

政　策 2-2-4　障害者福祉の充実

●事務事業の位置付け

期間

基本計画におけ
る位置付け

基本政策

根拠法令・要綱等 御殿場市精神障害者医療費助成規則

関連
政策

利用者４１人、助成件数４９２件、助成額７,４５０,６６１円

事務事業実績

　９０日以上長期入院している精神障害者の保護者

●事務事業の実績・投入コスト

見直し改善の
経過

年度

2-2　　福祉の充実

●事務事業の内容

　長期入院している精神障害者の保護者の経済的負担の軽減と障害者の治療を促進し、福祉の増進に寄与する。

　入院の長期化により、保護者の経済的負担が増加するが、医療費の一部を補助することで、保護者の経済的負担
の軽減と障害者の治療を促進する。

　長期入院している精神障害者の医療費の一部を補助し、保護者の経済的負担の軽減と障害者の治療を促進する。
目　的

（何のために）

観点別・一次評価（担当部署の評価）

二次評価（行政評価委員会の評価）

●改革プラン

二次評価 ☆☆☆

★★★

★★★
★★観点別評価

利用者人数の対前年比
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